
「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画」の検

討等について

水産政策審議会・資源管理分科会（５月２５日）において諮問どおり答申がなされたこ

とから、同日付けで「海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画」を変更し、以下の

とおり、平成２２年及び平成２３年ＴＡＣ（漁獲可能量）の改定並びに平成２３年ＴＡＣ

の設定を行う。

１ 平成２３年ＴＡＣの設定及び改定

（１）さんま、まさば及びごまさば並びにずわいがにについて、平成２３年ＴＡＣの設定

を行う。

（単位：トン）

第１種特定 管理の対象となる期間 漁 獲 可 能 量

海洋生物資源

さんま 平成23年7月～ ４２３，０００

平成24年6月 （４５５，０００）

まさば及び 平成23年7月～ ６９３，０００

ごまさば 平成24年6月 （６２７，０００）

ずわいがに 平成23年7月～ ６，２２７

平成24年6月 （６，１２９）

（ ）内は、前年の数量

（２）すけとうだらについては、北海道知事に４．４千トンの先行利用を認め、２３年Ｔ

ＡＣから利用分を削減して設定していたが、実際の利用が４千トンとなったため、２

３年度ＴＡＣに反映させる。

（単位：トン）

現 行 変 更 後

ＴＡＣ ２１８，６００ ２１９，０００

うち 北海道 ８０，５００ ８０，９００

２ 平成２２年ＴＡＣの改定

まさば及びごまさばについて、来遊状況が良好な３県について追加配分を行う。

（単位：トン）

現 行 変 更 後

ＴＡＣ ６２７，０００ ６３５，０００

うち 島根県 １３，０００ １４，０００

長崎県 １７，０００ ２０，０００

鹿児島県 １７，０００ ２１，０００


